
資料２－１ 

 

第２次大阪府歯科口腔保健計画の中間点検について 

 

 

○ 経緯 

・ 健康づくり関連４計画の計画期間は 2018年度から 2023年度までの６か年 

・ 計画策定当初は、中間年にあたる令和２年度（2020年度）に、健康を取り巻く状況の変化や社会・

経済情勢等を踏まえ、点検・見直し実施を予定 

・ 新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、令和３年度（2021年度）に変更して実施 

 

計画期間 
2017 

(H29) 

2018 

(H30) 
～ 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024～ 

(R6) 

(6年間) 
計画策定▼    中間点検▼ 評価案検討 新計画検討 ▼新計画 

 

 

○ 中間点検の方法 

・ 「取組みに対する評価」：毎年、審議会において承認いただいている PDCA 進捗管理票を整理し、

計画前半３年間（2018年度から 2020年度）の健康づくり施策の実施内

容や効果等をもとに取組みに対する評価を実施 

・ 「数値目標に対する評価」：各指標の経年的な変化を参考にしながら、計画策定時のベースライン値

及び目標値と現状値を比較することにより評価を実施 

・ 「取組みに対する評価」及び「数値目標に対する評価」をもって点検を行い、計画の見直しの必要性

や追加事項の有無を判断 

・ 点検により明らかになった課題（取組みが不十分な点やさらなる強化が必要な点）については、計画

の残り期間の施策や事業を通じて改善を図る 

 

 

○ スケジュール 

 4月～10月 点検実施、見直し検討、報告書素案の作成 

 11月  中間点検報告書の素案について各審議会委員の皆様へ書面（メール）でご報告 

 12月  健康づくり関連４計画の推進に向けた意見交換会（※参考資料４） 

  各審議会の開催に先立ち、各審議会を代表する委員の皆さま（下記 4名）から、 

今後の取組みの実施にあたっての、計画間の連携等にかかる助言や提言をいただく場として実施。 

・大阪府地域職域連携推進協議会：磯委員  ・大阪府生涯歯科保健推進審議会：天野委員 

   ・大阪府食育推進計画評価審議会：藤原委員 ・大阪府がん対策推進委員会  ：松浦委員 

 11月～2月 中間点検報告書（案）を作成 

 ３月 24日 令和３年度大阪府生涯歯科保健推進審議会 

 ３月末（予定）府ホームページで中間点検報告書を公表 


